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東中野日本閣横断橋設置工事について 

 

 

１ 工事場所 

中野区東中野四丁目１番から中野区東中野五丁目１番先他１箇所 

 

 

２ 対象物件(道路法第 32 条) 

  

・１号横断橋   幅員 2.5m（有効幅員 2.0m）  面積 65.3 ㎡ 

 橋長 31.5m（民地部分含む） (橋台設置は民地） 

地上高 4.7m 

 

・２号横断橋   幅員 3.1m（有効幅員 2.4m）  面積 20.2 ㎡ 

橋長 13.4m（民地部分含む） (橋台設置は民地） 

地上高 4.7m 

 

３ 工事期間 

 平成１９年 ６月   から（占用工事許可日） 

       平成１９年１２月中旬 まで（詳細工事等は除く） 

 

 

４ 占用許可等 

警察設置許可         平成１８年１１月 ６日 

横断橋占用許可        平成１８年１１月１０日 

警察許可(道路使用許可)    平成１９年 ６月１９日 

占用工事           平成１９年 ６月２２日  

 



 

 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ開放（24ｈ予定）

車いすｽﾄﾚｯﾔｰ対応 

工事の期間中、道路の幅が

若干狭くなります。 

スロープ
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